
企画部　における随意契約の実績　　（令和３年度３／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

1
企画調整
課

国家戦略特区
サンドボックス
制度等活用モ
デル構築事業

令和3年
10月7日

5,500,000
一般財団法人沖縄ITイノ
ベーション戦略センター

沖縄県那覇市銘苅二丁
目３番６号那覇市IT創造
館４階

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ２社から応募があった。それぞれの企画提
案内容等を選定委員会において審査したとこ
ろ、左の社の提案は総合得点で最も高得点で
あったため、契約の相手方として選定した。

2
企画調整
課

令和3年度　多
様な人材育成
に関する調査
検討業務

令和3年
10月11日

4,923,611
一般財団法人南西地域
産業活性化センター

沖縄県那覇市久茂地3丁
目15番9号アルテビル
ディング那覇2階

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ１社から応募があった。企画提案内容等を
選定委員会において審査し、基準を満たした
ため、契約の相手方として選定した。

3
企画調整
課

令和３年度
SDGsプラット
フォーム機能
等調査及び普
及啓発業務

令和3年
11月1日

10,924,100

アビームコンサルティン
グ株式会社
代表取締役社長　鴨居達
哉

東京都千代田区丸の内
一丁目４番１号
（沖縄事業所）沖縄市中
央2-28-1

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ３社から応募があった。それぞれの企画提
案内容等を選定委員会において審査したとこ
ろ、左の社の提案が総合的に優れていること
から特に評価が高く、総合得点でも最も高得点
であったため、契約の相手方として選定した。

4
企画調整
課

令和3年度沖縄
県EVカーシェ
アリング導入実
証事業

令和3年
12月13日

4,354,900
株式会社りゅうにちホー
ルディングス

沖縄県浦添市港川2丁目
1番1号

第167条の2
第1項第2号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ２社から応募があった。
　それぞれの企画提案内容等を選定委員会に
おいて、「業務の趣旨・目的、手法、能力・体
制、実績、スケジュール、経費」について厳正
に審査したところ、総合得点で最も高得点で
あったため、契約の相手方として選定した。

5
交通政策
課

令和３年度ETC
利用促進調査・
広報業務

令和3年
12月6日

4,990,000
株式会社　アカネクリ
エーション

沖縄県那覇市銘苅1-19-
29

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ３社から応募があった。
それぞれの企画提案内容等を選定委員会に
おいて審査したところ、左の社の提案が総合得
点でも最も高得点であったため、契約の相手
方として選定した。



企画部　における随意契約の実績　　（令和３年度３／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

6
県土・跡地
利用対策
課

普天間飛行場
地形図整備等
業務委託

令和3年
10月29日

4,774,000
アジア航測株式会社　沖
縄営業所

沖縄県那覇市松尾１－１
９－１　合人社沖縄県庁
前アネクス

第167条の２
第１項第７号

　本業務は、現地立入りができない普天間飛
行場の地形図を作成するため、航空レーザ計
測により得られたデータから微地形表現図の
作成等を行う業務である。
　発注に先立ち、過去５年間に航空レーザ計
測・測量及び微地形調査・解析の業務実績を
有する上位３者から参考見積を徴したところ、
左記の者において微地形表現図の作成に必
要な航空レーザデータを既に所有していること
が確認できた。
　以上により、航空レーザ計測を省略すること
で、履行期間の短縮及び委託料の節減を図る
ことができるため、契約の相手方とした。

特命随意
契約

7
デジタル社
会推進課

DXアドバイザ
リー・コンサル
テーション業務
委託契約

令和3年
11月10日

11,300,000
一般財団法人沖縄ITイノ
ベーション戦略センター
理事長　稲垣純一

沖縄県那覇市銘苅２丁目
３－６　那覇市IT創造館４
階

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ２者から応募があった。それぞれの企画提
案内容等を選定委員会において審査したとこ
ろ、左の者の提案は、「本県ICT/DX関連施策
推進に向けた各部局等への専門知見・技術面
からの支援」という本業務の目的をより深く理
解し、提案内容の実効性に優れていたことから
特に評価が高く、総合得点でも最も高得点で
あったため、契約の相手方として選定した。

8
情報基盤
整備課

ＣＭＳ仮想サー
バ等移行業務

令和3年
12月10日

1,111,000
グローバルデザイン株式
会社

静岡県静岡市葵区紺屋
町17番地の１葵タワー16
階

第167条の２
第１項第２号

　当該サーバは、グローバルデザイン株式会
社製パッケージソフトである「CMS-8341／やさ
しい」で構築されたホームページ管理システム
を搭載しており、他の事業者が本契約の内容
を履行することはできないため、当該事業者を
契約の相手方とした。

特命随意
契約



企画部　における随意契約の実績　　（令和３年度３／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

9
情報基盤
整備課

大東地区地上
デジタル放送
伝送路バック
アップ回線構築
業務

令和3年
11月18日

7,097,200
西日本電信電話株式会
社沖縄支店

沖縄県浦添市城間４丁目
35番１号

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、大東地区における地上デジタル
放送を行うための放送伝送路設備のバック
アップ回線構築業務である。
バックアップ回線の構築にあたっては、既存設
備の調査、解析が必要で、当該設備を熟知し、
現行の運用に支障をきたさないこと、また、故
障発生時に既存の放送伝送路からバックアッ
プ回線に速やかに回線を切り替えられることな
ど高度な専門知識を必要とする。
　上記要件を満たすのは、沖縄本島～南大東
島間海底光ケーブルを含む大東地区地上デジ
タル放送伝送路の整備、保守を行い、ビジネス
イーササービスを提供することができる西日本
電信電話株式会社沖縄支店のみであることか
ら、同社を選定した。

特命随意
契約

10
情報基盤
整備課

沖縄県総合行
政情報通信
ネットワーク改
修（直流電源装
置、映像操作
端末）業務委託

令和3年
11月12日

2,752,200
日本電気株式会社
沖縄支店

那覇市久茂地２－２－２
第167条の２
第１項第２号

　本業務は、沖縄県総合行政情報通信ネット
ワーク（以下「本ネットワーク」という。）の直流
電源装置及び映像操作端末を改修するもので
ある。
　本ネットワークは、災害対策基本法等防災関
係法令及び地域防災計画に定められている知
事の防災上の責務遂行のための通信手段とし
て構築・整備したネットワークであり、平時にお
いても行政情報システムを通信する重要な通
信回線である。
　そのため、改修の実施にあたっては、本ネッ
トワークの運用を妨げずに行う必要があり、求
められる要件として、ネットワークの構成および
設定等に関する専門的知識を有する者である
こと、また、改修完了後に本ネットワークに障
害が発生した場合に、その原因が改修に起因
するものか、本ネットワーク整備時からのもの
か、その責任の所在が不明確にならないこと
が必要となる。
　上記要件を満たすのは、当該設備の整備工
事事業者のみである。
　よって、当該設備の整備工事を行った日本電
気（株） を選定した。

特命随意
契約



企画部　における随意契約の実績　　（令和３年度３／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

11
情報基盤
整備課

市町村役場対
向多重無線回
線改修工事（石
垣市）

令和3年
10月26日

7,980,500
日本電気株式会社
沖縄支店

那覇市久茂地２－２－２
第167条の２
第１項第２号

　本工事は、石垣市の新庁舎移転に伴い、沖
縄県総合行政情報通信ネットワーク（以下「本
ネットワーク」という。）の中継局改修工事（アン
テナ方向調整、ネットワーク試験等）を行うもの
である。
　本ネットワークは、災害対策基本法等防災関
係法令及び地域防災計画に定められている知
事の防災上の責務遂行のための通信手段とし
て構築・整備したネットワークであり、平時にお
いても行政情報システムを通信する重要な通
信回線である。
　そのため、工事の実施にあたっては、本ネッ
トワークの運用を妨げずに行う必要があり、求
められる要件として、ネットワークの構成および
設定等に関する専門的知識を有する者である
こと、また、工事完了後に本ネットワークに障
害が発生した場合に、その原因が工事に起因
するものか、本ネットワーク整備時からのもの
か、その責任の所在が不明確にならないこと
が必要となる。
　上記要件を満たすのは、当該設備の整備工
事事業者のみである。
　よって、当該設備の整備工事を行った日本電
気（株） を選定した。

特命随意
契約

12 市町村課

沖縄県住民基
本台帳ネット
ワークシステム
の業務端末等
構築作業の委
託

令和3年
10月1日

4,570,500
日本電気株式会社　沖縄
支店

沖縄県那覇市久茂地２丁
目２番２号

第167条の２
第１項第２号

　県ではネットワークの構築及び運用管理を同
社に委託しており、同社に端末構築業務を履
行させなければ、円滑な運用に著しい支障を
生じ、又は障害発生時に責任の所在が不明確
となる恐れがあるため、当該事業者を契約の
相手方とした。

特命随意
契約



企画部　における随意契約の実績　　（令和３年度３／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

13
企画調整
課

SDGsマグネッ
トバッジの購入

令和3年
12月20日

150,000
一般財団法人　沖縄県セ
ルプセンター

沖縄県那覇市首里石嶺
町４丁目373番地１

第167条の２
第１項第３号

本バッジはリュウキュウマツが加工される際に
廃棄される端材を障害者就労施設で加工し、
マグネット取り付け等の作業を行い、作成され
るもの。一般財団法人セルプセンターでは、障
がい者就労施設の調整を数多く行い、多数の
商品を販売している実績があるため、契約の
相手方とした。

特命随意
契約


